
文部科学省事前分析表について

大臣官房政策課

「目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン」に基づき、国の行政機
関は、毎年度、事前分析表を作成し、総務省行政評価局に送付するとともに、
公表する必要がある。

（１）目的
施策の事後に効率的・効果的の評価を実施するため、施策の目標（指標）や、
それらの達成手段、各手段がいかに目標等の実現に寄与するか等を事前に
想定・整理する。

（２）対象
「文部科学省の使命と政策目標」に該当する施策全て（４６施策）

【概要】


